
「令和8年4月分」

事業者
九州運輸
局内

運輸支局
内

当該(営)
違反点数

株式会社吉信商事(法人番
号9290001096406)　代表者
郭冬輝

本社営業所

福岡県古賀市青柳町846番
4

福岡県古賀市青柳町846番
4

令和8年4月7日

主な違反条項 違反行為の概要

違反点数付与状況
（累積違反点数）

輸送施設の使用停止
(110日車)、文書警告

道路運送法第27条
第3項、道路運送車
両法(以下「車両
法」)第58条第1項

令和7年7月14日、無車検運行があったこ
とを端緒に監査を実施。4件の違反が認
められた。(1)勤務時間等の基準の遵守
違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以
下「運輸規則」)第21条第1項)、(2)点呼の
実施義務違反(運輸規則第24条第1項～
第3項)、(3)無車検運行(運輸規則第45
条、車両法第58条第1項)、(4)運行管理
者の講習受講義務違反(運輸規則第48
条の4第1項)
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一般貸切旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

九州運輸局自動車交通部
自動車運送事業安全監理室

 営業所の名称及び所在地処分年月日
事業者の氏名又は名称
及び事業者の所在地

 行政処分等の内容
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株式会社優バスクマモト(法
人番号1330001032149)　代
表者平野伸二

本社営業所

熊本県宇城市小川町河江
104-5

熊本県宇城市小川町河江
104-5

31 31令和8年4月16日
輸送施設の使用停止
(310日車)、文書警告

道路運送法(以下
「法」）第23条第3
項、法第25条、法第
27条第3項

令和7年9月12日、事業の譲受の認可を
受けたことを端緒に監査実施。16件の違
反が認められた。(1)運行管理補助者の
選任(解任)届出違反(旅客自動車運送事
業運輸規則(以下「運輸規則」)第68条)、
(2)運転者の制限違反(法第25条)、(3)運
送引受書の交付義務違反(運輸規則第7
条の2第1項)、(4)運送引受書の記載事項
不備違反(運輸規則第7条の2第1項)、(5)
勤務時間等の基準の遵守違反(運輸規
則第21条第1項)、(6)点呼の実施義務違
反(運輸規則第24条第1項～第3項)、(7)
点呼の記録又は点呼の記録保存違反
(運輸規則第24条第5項)、(8)点呼の記録
事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、
(9)運行指示書に係る（作成）義務違反
(運輸規則第28条の2第1項)、(10)日雇い
運転者等の選任禁止違反(運輸規則第
36条第1項)、(11)乗務員等台帳の作成義
務違反(運輸規則第37条第1項)、(12)乗
務員等台帳の記載事項等義務違反(運
輸規則第37条第1項)、(13)運転者に対す
る指導監督違反(運輸規則第38条第1
項)、(14)運転者に対する指導監督の記
載事項等義務違反(運輸規則第38条第1
項)、(15)特定運転者に対する特別な指
導監督違反(運輸規則第38条第2項)、
(16)整備管理者の研修受講義務違反(運
輸規則第46条)
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有限会社イースター(法人番
号8290002033177)　代表者
別城俊行

本社営業所

福岡県大川市幡保66-7 福岡県大川市三丸1436-9

道路運送法(以下
「法」)第27条第3項、
法第29条の3

令和8年2月26日、継続的な監視が必要
な事業者であることを端緒に監査実施。3
件の違反が認められた。(1)点呼状況の
録音及び録画記録又は録音及び録画の
記録保存違反(旅客自動車運送事業運
輸規則(以下「運輸規則」)第24条第6項)、
(2)輸送の安全に関わる情報の公表義務
違反(法第29条の3)、(3)輸送の安全に関
わる公表情報の報告義務違反(運輸規
則第47条の7第1項)

37 37 37 0令和8年4月16日 文書警告


